
 - 1 -

令和４年横審第２４号 

裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２  

    職  名 Ａ二等航海士 

    海技免許 六級海技士（航海）（履歴限定） 

  補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行及び同官松村徹出席

のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 受審人ａ２の六級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ１を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１２月９日１４時５５分半僅か過ぎ 

 伊勢湾南部 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ        貨物船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ７４７トン 

  国際総トン数             ９,５６６トン 

  全    長 ６７.７５メートル    １４１.０３メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

   出    力 １,４７１キロワット   ８,２８０キロワット 

３ 事実の経過 

 Ａは、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船橋内前部に左舷側から２号レ

ーダー、ＧＰＳプロッター、電子海図システム、１号及び３号レーダ

ー、中央部に操舵装置、右舷側からレピーターコンパス、機関監視盤、

機関及びバウスラスター操作盤をそれぞれ備え、船首端から５６メー

トル後方、左舷端から９メートル右方の船橋上部にＧＰＳアンテナを

設置し、ａ１受審人、ａ２受審人ほか５人が乗り組み、ブタン６９０

トンを積載し、船首３.４メートル船尾４.７メートルの喫水をもって、

令和３年１２月８日 １２時２０分三重県四日市港の積荷桟橋を発し、

同港内で錨泊した後、翌９日１２時００分抜錨して千葉港に向かった。 

 ａ１受審人は、出航配置が終わって昇橋したａ２受審人と共に船橋

当直に就き、伊勢湾を南下し、１４時１５分伊良湖岬灯台から２９７

度（真方位、以下同じ。）６.０海里の地点で、ａ２受審人に船橋当

直を引き継いで降橋した。 

 ところで、伊良湖水道は、伊勢湾口の愛知県伊良湖岬と三重県神島

との間にある水道で、同水道の両側には離険礁があり、水深１０メー

トル以上の水域幅は約１海里と狭く、船舶交通が輻輳することから、

海上交通安全法により、幅約１,２００メートル、長さ約４,０００メ

ートルの航路が設置され、同航路出入口付近海域が船舶に危険のおそ

れがあることから、船舶の航行の安全を確保するために船舶交通の整

理を行う必要がある海域として、海上保安庁長官の告示により、船舶
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の航行に適する経路が指定されていた。 

 ａ１受審人は、１４時３０分伊良湖岬灯台から２８５度３.１海里

の地点に達したとき、伊良湖水道航路北口まで約１.７海里となった

が、ａ２受審人は自身の操船の下で数多く伊良湖水道航路を航行した

経験があり、航行に支障のある船舶は少なく、自ら操船指揮を執らな

くても無難に航行するものと思い、ａ２受審人に船橋当直を任せて自

ら操船指揮を執らなかった。 

 ａ２受審人は、１４時３８分僅か過ぎ伊良湖岬灯台から２６１度 

１.６海里の地点で、針路を１３４度に定めて自動操舵とし、折から

の潮流に乗じて１２.７ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で進

行し、伊良湖水道航路に入航した。 

 ａ２受審人は、１４時４３分伊良湖岬灯台から２２３度１.３海里

の地点に達し、同じ針路で伊良湖水道航路を航行中、右舷船首２４度

４.９海里のところに北上するＢを目視で初めて認め、１４時４８分

少し過ぎ同航路を出航し、１４時５２分僅か前伊良湖岬灯台から  

１６８度２.３海里の地点に達したとき、伊勢湾第２号灯浮標を左舷

に見て左舵をとり、針路を１０８度に転じ、折からの潮流により右方

に１度圧流されながら続航した。 

 ａ２受審人は、１４時５２分半僅か過ぎ伊良湖岬灯台から１６６度

２.４海里の地点に至ったとき、Ｂが右舷船首３８度１.１海里のとこ

ろとなり、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢

で接近する状況であったが、Ｂとはまだ距離があり、無難に船首方を

航過できるものと思い、同船の方位変化を確認するなど、Ｂに対する

動静監視を十分に行わなかったのでこの状況に気付かなかった。 

 ａ２受審人は、Ｂの進路を避けないまま進行し、ＢからＶＨＦ無線

電話の連絡を受けて右舵をとったものの、及ばず、１４時５５分半僅
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か過ぎ伊良湖岬灯台から１５５度２.８海里の地点において、Ａは、

船首が１１５度を向き、１１.８ノットの速力になったとき、その船

首が、Ｂの船首に前方から５５度の角度で衝突した。 

 当時、天候は晴れで風力２の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期

にあたり、伊良湖水道には南東方へ向かう０.８ノットの潮流があり、

視界は良好であった。 

 ａ１受審人は、衝撃を感じて昇橋し、衝突の事実を知り、事後の措

置に当たった。 

 また、Ｂは、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船橋内前部窓から約  

１.２メートル後方の船橋内中央部に操舵スタンドを、同スタンド左

舷側にレーダー及び椅子、右舷側に機関操縦盤及びレーダーをそれぞ

れ備え、船首端から１１８メートル後方、左舷端から１３メートル右

方の船橋上部にＧＰＳアンテナを設置し、中華人民共和国籍のｂ１船

長及びｂ２二等航海士ほか同国籍の船員１５人が乗り組み、コンテナ

４,４３９トンを積載し、船首６.１メートル船尾６.９メートルの喫

水をもって、同月９日０１時３０分阪神港を発し、四日市港に向かっ

た。 

 ｂ２二等航海士は、１２時００分三重県大王埼南方沖合で甲板員と

共に船橋当直に就き、１４時３２分半僅か前伊良湖岬灯台から１７７

度８.１海里の地点で、針路を００８度に定めて自動操舵とし、折か

らの潮流により右方に１度圧流され、１４.７ノットの速力で進行中、

１４時４３分伊良湖岬灯台から１７０度５.６海里の地点で、左舷船

首３０度４.９海里のところに伊良湖水道航路を南下するＡを認めた。 

 ｂ２二等航海士は、１４時４９分半僅か過ぎ伊良湖岬灯台から  

１６４度４.１海里の地点で、Ａに近づくと考え、機関回転数を減じ

て１３.１ノットの速力で続航し、１４時５２分半僅か過ぎ伊良湖岬
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灯台から１６０度３.４海里の地点に至ったとき、Ａが左舷船首４２

度１.１海里のところとなり、その後同船が前路を右方に横切り衝突

のおそれがある態勢で接近する状況を認めたものの、警告信号を行わ

ず、間近に接近しても、衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 

 ｂ２二等航海士は、同じ針路及び速力で進行中、ＡにＶＨＦ無線電

話で連絡をし、船橋に来た船長が至近に接近した同船を認めて左舵を

とったものの、及ばず、Ｂは、船首が３５０度を向き、１２.４ノット

の速力になったとき、前示のとおり衝突した。 

 衝突の結果、Ａは、船首部及びバルバスバウに破口及び圧壊等を、

Ｂは、バルバスバウに破口及び凹損等並びに左舷船首外板に擦過傷等

をそれぞれ生じたが、後いずれも修理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、海上交通安全法が適用される伊良湖水道航路南東方沖合にお

いて、東行中のＡと北上中のＢとが衝突したもので、両船とも伊良湖水

道航路の外側に位置していることから、海上交通安全法第３条第１項の

適用はなく、その他同法には本件に適用すべき航法規定がないことから、

本件は海上衝突予防法を適用することとなる。 

 両船は、ともに航行中の動力船で、互いに視野の内にあり、互いに進

路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近して衝突に至ったもので、衝

突の約３分前に衝突のおそれがある見合い関係が生じたのち、付近には

航行の支障となる障害物や避航動作及び協力動作をとるのに障害となる

船舶が存在せず、両船がそれぞれ要求される動作をとる時間的、距離的

余裕が十分にあったものと認められることから、本件は、同法第１５条

の横切り船の航法によって律するのが相当である。 
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 （原因の考察） 

 本件は、伊勢湾南部において、東行中のＡと北上中のＢとが衝突した

ものであり、以下、原因について検討する。 

 本件発生海域は、事実の経過で示したとおり、船舶交通が輻輳し、船

舶に危険のおそれがある海域にあたることから、ａ１受審人が、伊良湖

水道航路及びその接続海域を航行する際、自ら操船指揮を執っていれば、

本件発生を回避することができたと認められ、自ら操船指揮を執らなか

ったことは本件発生の原因となる。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、伊勢湾南部において、両船が互いに進路を横切り衝突の

おそれがある態勢で接近した際、東行するＡが、動静監視不十分で、前

路を左方に横切るＢの進路を避けなかったことによって発生したが、北

上するＢが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらな

かったことも一因をなすものである。 

 Ａの運航が適切でなかったのは、船長が、伊良湖水道航路及び同航路

出口付近を航行する際、自ら操船指揮を執らなかったことと、船橋当直

中の二等航海士が、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかったこととに

よるものである。 

 ａ２受審人は、伊勢湾南部において、千葉港に向け東行中、前路を左

方に横切る態勢のＢを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよ

う、同船の方位変化を確かめるなど、Ｂに対する動静監視を十分に行う

べき注意義務があった。しかるに、同人は、Ｂとはまだ距離があり、無

難に船首方を航過できるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行

わなかった職務上の過失により、Ｂが衝突のおそれがある態勢で接近し

ている状況に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、
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Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の六級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 ａ１受審人は、伊勢湾南部において、伊良湖水道航路及び同航路出口

付近を航行する場合、狭い水道に該当し船舶交通が輻輳する海域なのだ

から、自らが操船指揮を執るべき注意義務があった。しかるに、同人は、

ａ２受審人は自身の操船の下で数多く伊良湖水道航路を航行した経験が

あり、航行に支障のある船舶は少なく、自ら操船指揮を執らなくても無

難に航行するものと思い、自らが操船指揮を執らなかった職務上の過失

により、ａ２受審人が単独で操船し、ＡとＢの衝突を招き、Ａ及びＢ両

船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年７月２６日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  大  北  直  明 

 


